
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
百
五
十
二
号

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
附
則
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
年
金

保
険
法
附
則
第
三
十
六
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
率
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示

第
二
百
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
二
日

厚
生
労
働
大
臣

柳
澤

伯
夫

別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

平
成
十
九
年

年
六
・
八
二
パ
ー
セ
ン
ト


